
 

① 賃金引上げを求める取り組み 
② 赤字下における企業活動などの点検行動 
③ コロナ禍における労働環境の点検行動と

改善する取り組み 

４５７号     JR東日本労働組合横浜地方本部 ２０２１年２月１５日 

 

 
大変な時代だから「春闘」を考えよう！③ 

私たちは「３本柱」を取り組みます 

 

 

 

  

 

   

賃金を引き上げて生活水準の向上や働きやすい労働環境
をつくりだすために、職場から声を上げ、東日本ユニオンに
結集し勝ち取る一歩を踏み出そう！ 
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１．定期昇給を実施すること。昇給係数は４係数とすること。 

２．基本給ならびに初任給を、社員一律３,０００円引き上げること。 

３.エルダー社員の基本賃金を、一律３,０００円引き上げること。 

４.第二基本給を廃止すること。 

５.２０２１年度の賃金改定においては、賃金規定第２３条の特別 

  加給を行わないこと。 

 


